
○
告

示

医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所

在

地

指

定

年

月

日

玖
珠
耳
鼻
咽
喉
科
医
院

玖
珠
九
重
行
政
事

務
組
合

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足
二
二
二

―
四

平
一
九
・

四
・

二

末
宗
内
科
医
院

末

宗

康

宏

別
府
市
上
田
の
湯
町
一
三
―
三

平
二
七
・

七
・

一

耳
鼻
咽
喉
科
辛
島
医
院

辛

島

惟

子

中
津
市
殿
町
三
丁
目
一
四
二
一

〃

佐
伯
保
養
院

医
療
法
人
仁
恵
会

佐
伯
市
東
町
二
七
―
一
二

〃

ミ
タ
ラ
イ
ク
リ
ニ
ッ
ク

御
手
洗

俊

三

佐
伯
市
蒲
江
大
字
蒲
江
浦
二
四
九

四
―
一

〃

伊
藤
循
環
器
内
科
ク
リ

ニ
ッ
ク

医
療
法
人
Ｉ
Ｃ
Ｃ

佐
伯
市
長
島
町
四
丁
目
一
―
七

〃

杵
築
市
立
山
香
病
院

杵
築
市

杵
築
市
山
香
町
大
字
野
原
一
六
一

二
―
一

〃

後
藤
耳
鼻
咽
喉
科
医
院

医
療
法
人
後
藤
耳

鼻
咽
喉
科
医
院

豊
後
大
野
市
三
重
町
市
場
九
八
七

―
六

〃

菅
尾
医
院

医
療
法
人
菅
尾
医

院

豊
後
大
野
市
三
重
町
浅
瀬
三
九
四

九

〃

石
部
歯
科

石

部

純

宇
佐
市
大
字
長
洲
五
四
五

〃

倉
成
歯
科
医
院

倉

成

一

宏

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
森
三
八
―
二

〃

合
資
会
社
草
野
薬
局

合
資
会
社
草
野
薬

局

日
田
市
豆
田
町
一
二
―
一

〃

き
つ
き
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

社
会
福
祉
法
人
ひ

ま
わ
り

杵
築
市
大
字
大
内
字
塩
浜
七
七
〇

一
―
一

〃

杵
築
市
山
香
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

杵
築
市

杵
築
市
山
香
町
大
字
野
原
一
六
一

二
―
一

〃

み
え
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

社
会
医
療
法
人
帰

巖
会

豊
後
大
野
市
三
重
町
赤
嶺
一
二
五

九

〃

森
田
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

森

田

了

中
津
市
永
添
上
ノ
原
二
七
六
五
―

一
〇
七

平
三
〇
・

一
・

一

告

示

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
所
在
地
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
休
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
再
開
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
許
可
申
請
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

警

察

本

部

訓

令

警
察
通
信
指
令
技
能
検
定
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

公

告

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
変
更
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

大
分
県
告
示
第
百
三
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
、
次
の
医
療
機
関
を
指

定
し
た
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

平

成

三

十

年

第

二

九

六

〇

号

二
月
二
十
三
日

( 金 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



な
が
の
歯
科
医
院

医
療
法
人
な
が
の

歯
科
医
院

中
津
市
大
字
上
池
永
一
二
八
〇
―

八

〃

医
療
法
人
秋
芳
会
秋
吉

病
院

医
療
法
人
秋
芳
会

日
田
市
豆
田
町
五
―
二
〇

平
二
八
・

五
・

一

津
久
見
市
医
師
会
立
津

久
見
中
央
病
院

一
般
社
団
法
人
津

久
見
市
医
師
会

津
久
見
市
大
字
千
怒
六
〇
一
一

平
二
八
・

八
・

一

社
会
医
療
法
人
関
愛
会

三
重
東
ク
リ
ニ
ッ
ク

社
会
医
療
法
人
関

愛
会

豊
後
大
野
市
三
重
町
小
坂
字
柳
井

瀬
四
一
〇
九
―
六
一

平
二
八
・

九
・

一

中
村
病
院

医
療
法
人
恵
愛
会

（
社
団
）

別
府
市
秋
葉
町
八
―
二
四

平
二
九
・
一
〇
・

一

牧
歯
科
医
院

牧

雅

保

佐
伯
市
中
村
南
町
五
―
六

〃

か
わ
し
ま
ク
リ
ニ
ッ
ク

社
会
医
療
法
人
玄

真
堂

中
津
市
大
字
宮
夫
一
一
―
一

平
三
〇
・

一
・
一
〇

井
福
医
院

井

福

正

明

豊
後
高
田
市
新
町
二
〇
一
一

平
三
〇
・

一
・

一

別
府
温
泉
病
院

医
療
法
人
社
団
洗

心
会

別
府
市
大
字
野
田
二
二
―
一

平
三
〇
・

二
・

一

石
川
胃
腸
科
医
院

石

川

晃

別
府
市
東
荘
園
五
丁
目
一
組

〃

社
会
医
療
法
人
長
門
莫

記
念
会
長
門
記
念
病
院

社
会
医
療
法
人
長

門
莫
記
念
会

佐
伯
市
鶴
岡
町
一
丁
目
一
一
―
五

九

〃

ク
リ
ニ
ッ
ク
オ
ア
シ
ス

医
療
法
人
宇
水
会

宇
佐
市
大
字
和
気
四
七
七
―
一

〃

医
療
法
人
社
団
興
裕
会

イ
ル
カ
デ
ン
タ
ル

医
療
法
人
社
団
興

裕
会

別
府
市
扇
山
一
―
四

〃

あ
さ
ひ
薬
局
有
限
会
社

あ
さ
ひ
薬
局
有
限

会
社

中
津
市
中
央
町
一
丁
目
一
七
〇
―

三

〃

そ
う
ご
う
薬
局
日
田
豆

田
町
店

総
合
メ
デ
ィ
カ
ル

株
式
会
社

日
田
市
豆
田
町
五
―
二
四

〃

有
限
会
社
た
か
は
し
薬

局

有
限
会
社
た
か
は

し
薬
局

国
東
市
武
蔵
町
古
市
一
一
二
―
三

〃

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

医
療
機
関
の
名
称

所

在

地

変
更
年
月
日

変

更

前

変

更

後

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
宇
佐

宇
佐
市
四
日
市
二
〇
一
鶴

岡
コ
ー
ポ
Ｄ
号

宇
佐
市
大
字
下
高
四
五
一

―
五

平
三
〇
・

一
・

一

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所

在

地

休
止
年
月
日

安
心
院
わ
た
な
べ
歯

科

医
療
法
人
安
心
院
わ

た
な
べ
歯
科

宇
佐
市
安
心
院
町
木
裳
三
八
〇

―
二

平
二
九
・
一
〇
・
一
六

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

大
分
県
告
示
第
百
三
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平

成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
そ
の
所
在
地
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
三
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平

成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
休
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
三
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平

成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二



医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所

在

地

廃
止
年
月
日

玖
珠
耳
鼻
咽
喉
科
医

院

日
田
玖
珠
広
域
市
町

村
圏
事
務
組
合

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足
二
二

二
―
四

平
一
九
・

四
・

二

な
が
の
歯
科
医
院

長

野

敏

朗

中
津
市
上
池
永
一
二
八
〇
―
八

平
二
九
・
一
二
・
三
一

森
田
歯
科
ク
リ
ニ
ッ

ク

森

田

美

樹

中
津
市
大
字
永
添
上
ノ
原
二
七

六
五
―
一
〇
七

〃

Ａ
Ｎ
Ｓ
皮
膚
科
ク
リ

ニ
ッ
ク

佐

藤

典

子

中
津
市
大
字
中
殿
字
福
成
四
六

四
―
一

平
三
〇
・

一
・
一
八

末
宗
内
科
医
院

末

宗

敬

康

中
津
市
沖
代
町
一
丁
目
四
―
三

五

平
三
〇
・

二
・

一

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所

在

地

再
開
年
月
日

安
心
院
わ
た
な
べ
歯

科

医
療
法
人
安
心
院
わ

た
な
べ
歯
科

宇
佐
市
安
心
院
町
木
裳
三
八
〇

―
二

平
三
〇
・

一
・

九
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

種

類

バ
ツ
チ
ヤ
ー
プ
ラ
ン
ト

能

力

九
〇
㎥
／
時

工

事

着

手

予

定

年

月

日

平
三
〇
・
四
・
二
〇

工

事

完

成

予

定

年

月

日

平
三
〇
・
八
・
三
〇

使

用

開

始

予

定

年

月

日

平
三
〇
・
一
〇
・
一

使

用

時

間

間

隔

間
欠

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

約
一
二
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

三
・
〇

六
・
〇

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

水

素

イ

オ

ン

濃

度

一
一

一
一

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

一
〇

一
五

化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

一
〇

一
五

浮

遊

物

質

量

㎎
／
ℓ

四
、
〇
〇
〇

五
、
〇
〇
〇

大
分
県
告
示
第
百
三
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平

成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
再
開
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
三
十
八
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
が
あ
っ
た
。

な
お
、
次
の
と
お
り
当
該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果

に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

大
分
県
竹
田
市
炭
竈
六
七
九‐

一

大
成
・
菅
・
友
岡
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体

所
長

福
原

八
重
二

２

特
定
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

大
分
県
竹
田
市
大
字
志
土
知
・
川
床
地
内

大
成
・
菅
・
友
岡
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
玉
来
ダ
ム
本
体
工
事
作
業
所

３

設
置
さ
れ
る
特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
五
十
五
号

生
コ

ン
ク
リ
ー
ト
製
造
業
の
用
に
供
す
る
バ
ツ
チ
ヤ
ー
プ
ラ
ン
ト

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三



ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質

㎎
／
ℓ

一

五

窒

素

含

有

量

㎎
／
ℓ

一
〇

一
五

り

ん

含

有

量

㎎
／
ℓ

一
・
五

二
・
〇

種

類

濁
水
処
理
装
置

構

造

鉄
骨
構
造

主

要

寸

法

縦
二
・
三
三
ｍ
×
横
九
・
一
三
ｍ
×
高
さ
二
・
四
六
ｍ

縦
二
・
三
三
ｍ
×
横
一
〇
・
五
三
ｍ
×
高
さ
四
・
九
一
ｍ

能

力

二
五
〇
㎥
／
時

処

理

の

方

式

炭
酸
ガ
ス
に
よ
る
中
和
及
び
造
粒
沈
殿
方
式

工

事

着

手

年

月

日

既
設

工

事

完

成

年

月

日

既
設

使

用

開

始

年

月

日

既
設

使

用

時

間

間

隔

連
続

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

二
四
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

処
理
前

処
理
後

処
理
前

処
理
後

一
、
九
八
五

一
、
九
八
五

二
、
一
七
二

二
、
一
七
二

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

処
理
前

処
理
後

処
理
前

処
理
後

水

素

イ

オ

ン

濃

度

一
一

六
・
五

〜
八
・
五

一
一

六
・
五

〜
八
・
五

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

一
〇

一
〇

一
五

一
五

化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

一
〇

一
〇

一
五

一
五

浮

遊

物

質

量

㎎
／
ℓ

四
、
〇
〇
〇

一
五

五
、
〇
〇
〇

一
五

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質

㎎
／
ℓ

一
未
満

一
未
満

五

五

窒

素

含

有

量

㎎
／
ℓ

一
〇

一
〇

一
五

一
五

り

ん

含

有

量

㎎
／
ℓ

一
・
五

一
・
五

二
・
〇

二
・
〇

排

水

口

名

№
一

一
日
当
た

り

の

排

出

水

量

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

一
、
九
八
五

二
、
一
七
二

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

水

素

イ

オ

ン

濃

度

六
・
五
〜
八
・
五

六
・
五
〜
八
・
五

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

一
〇

一
五

化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

一
〇

一
五

浮

遊

物

質

量

㎎
／
ℓ

一
五

一
五

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質

㎎
／
ℓ

一
未
満

五

窒

素

含

有

量

㎎
／
ℓ

一
〇

一
五

り

ん

含

有

量

㎎
／
ℓ

一
・
五

二
・
〇

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

４

汚
水
等
の
処
理
の
方
法

５

排
出
水
の
量
及
び
汚
染
状
態
の
値

二

事
前
評
価
に
関
す
る
書
面
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
場
所

１

縦
覧
期
間

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
三
月
十
六
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
生
活
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
竹
田
市
役
所

大
分
県
告
示
第
百
三
十
九
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

大
分
県
報
（
告
示
）

四



指
定
区

域
の
名

称

所

在

地

市
町
村

大

字

字

地

番

生
桑

杵
築
市

八
坂

堂
ノ
平

中
溝

岩
坪

生
桑
寺

生
桑
山

九
〇
五
番
二
の
一
部
（
標
柱
二
号
か
ら
四
号
ま
で
を
順
次
結
ん

だ
線
の
南
側
の
部
分
）
、
九
〇
五
番
七
の
一
部
（
標
柱
二
号
と

三
号
を
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
、
一
六
八
七
番
の
一
部

（
標
柱
一
号
か
ら
三
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部

分
）
、
一
七
〇
三
番
及
び
一
七
〇
四
番

一
五
九
一
番
一
か
ら
一
五
九
一
番
三
ま
で
、
一
六
〇
六
番
二
、

一
六
〇
七
番
、
一
六
〇
九
番
、
一
六
二
一
番
、
一
六
二
二
番
一

か
ら
一
六
二
二
番
四
ま
で
、
一
六
二
三
番
一
、
一
六
二
三
番

二
、
一
六
二
四
番
及
び
一
六
三
七
番
か
ら
一
六
三
九
番
ま
で

一
五
九
二
番
の
一
部
（
標
柱
六
号
と
七
号
を
結
ん
だ
線
の
西
側

の
部
分
）

一
六
三
六
番
、
一
六
四
〇
番
、
一
六
四
一
番
、
一
六
四
三
番
一

か
ら
一
六
四
三
番
三
ま
で
、
一
六
四
五
番
一
、
一
六
四
八
番
一

か
ら
一
六
四
八
番
三
ま
で
、
一
六
四
九
番
四
か
ら
一
六
四
九
番

九
ま
で
、
一
六
五
〇
番
一
、
一
六
五
〇
番
二
、
一
六
五
一
番

一
、
一
六
五
二
番
、
一
六
六
五
番
、
一
六
六
六
番
一
、
一
六
六

六
番
二
、
一
六
六
七
番
一
、
一
六
六
七
番
二
、
一
六
六
八
番
一

の
一
部
（
標
柱
八
号
と
九
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、

一
六
六
八
番
二
の
一
部
（
標
柱
八
号
と
九
号
を
結
ん
だ
線
の
北

側
の
部
分
）
、
一
六
六
九
番
の
一
部
（
標
柱
八
号
と
九
号
を
結

ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
一
六
七
〇
番
一
の
一
部
（
標
柱
八

号
と
九
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
一
六
七
二
番
の
一
部

（
標
柱
八
号
と
九
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
一
六
七
九

番
、
一
六
八
〇
番
一
、
一
六
八
〇
番
三
、
一
六
八
四
番
、
一
六

八
五
番
、
一
六
八
五
番
二
、
一
六
八
六
番
一
及
び
一
七
五
四
番

一
七
〇
五
番
の
一
部
（
標
柱
三
号
と
四
号
を
結
ん
だ
線
の
南
側

の
部
分
）
、
一
七
〇
五
番
二
、
一
七
〇
五
番
三
、
一
七
〇
六
番

の
一
部
（
標
柱
三
号
と
四
号
を
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
、

一
七
〇
六
番
二
、
一
七
〇
六
番
三
、
一
七
一
〇
番
一
の
一
部

（
標
柱
四
号
か
ら
五
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部

分
）
、
一
七
一
〇
番
二
の
一
部
（
標
柱
四
号
と
五
号
を
結
ん
だ

線
の
西
側
の
部
分
）
及
び
一
七
一
〇
番
四
の
一
部
（
標
柱
四
号

と
五
号
を
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）

野
辺

杵
築
市

守
江

田
内

一
二
九
〇
番
一
の
一
部
（
標
柱
四
号
と
五
号
を
結
ん
だ
線
の
北

側
の
部
分
）
、
一
二
九
〇
番
二
、
一
二
九
〇
番
三
、
一
二
九
〇

番
四
の
一
部
（
標
柱
三
号
か
ら
五
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
の

西
側
の
部
分
）
、
一
二
九
一
番
一
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
五
号

浜
平

を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
一
二
九
一
番
二
の
一
部
（
標

柱
一
号
と
五
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
一
二
九
一
番

六
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
五
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部

分
）
、
一
二
九
一
番
九
、
一
二
九
二
番
一
の
一
部
（
標
柱
二
号

と
三
号
を
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
、
一
二
九
二
番
二
、
一

二
九
三
番
の
一
部
（
標
柱
二
号
と
三
号
を
結
ん
だ
線
の
南
側
の

部
分
）
、
一
二
九
四
番
の
一
部
（
標
柱
二
号
と
三
号
を
結
ん
だ

線
の
南
側
の
部
分
）
、
一
二
九
五
番
二
の
一
部
（
標
柱
二
号
と

三
号
を
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
、
一
二
九
六
番
一
、
一
二

九
六
番
二
の
一
部
（
標
柱
二
号
と
三
号
を
結
ん
だ
線
の
南
側
の

部
分
）
、
一
二
九
七
番
の
一
部
（
標
柱
二
号
と
三
号
を
結
ん
だ

線
の
南
側
の
部
分
）
、
一
二
九
八
番
一
の
一
部
（
標
柱
三
号
と

四
号
を
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
一
二
九
八
番
二
の
一
部

（
標
柱
二
号
と
三
号
を
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
、
一
三
七

一
番
二
、
一
三
七
一
番
三
の
一
部
（
標
柱
二
号
と
三
号
を
結
ん

だ
線
の
南
側
の
部
分
）
、
一
三
七
一
番
四
の
一
部
（
標
柱
一
号

と
二
号
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）
、
一
三
七
一
番
六
の
一

部
（
標
柱
一
号
と
二
号
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）
、
一
三

七
二
番
一
の
一
部
（
標
柱
一
号
、
二
号
及
び
五
号
を
結
ん
だ
線

の
西
側
の
部
分
）
、
一
三
七
二
番
三
、
一
三
七
二
番
四
、
一
三

七
二
番
八
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
二
号
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の

部
分
）
及
び
一
三
七
五
番
五
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
五
号
を
結

ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）

一
二
八
五
番
二
の
一
部
（
標
柱
三
号
と
四
号
を
結
ん
だ
線
の
西

側
の
部
分
）

こ
れ
ら
の
土
地
に
伴
う
国
有
地
等
無
番
地
の
全
部

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

指
定
区

域
の
名

称

所

在

地

市
町
村

大

字

字

地

番

日
見
２

号

津
久
見

市

日
見

小
浦

一
一
〇
四
番
、
一
一
〇
五
番
、
一
一
二
六
番
の
二
、
一
一
二
六

番
の
一
〇
、
一
一
二
六
番
の
一
一
、
一
一
二
六
番
の
一
三
か
ら

大
分
県
告
示
第
百
四
十
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
一
部
を
次
の
と
お
り
廃
止
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

大
分
県
報
（
告
示
）

五



一
一
二
六
番
の
一
五
ま
で
及
び
一
一
二
九
番
か
ら
一
一
三
二
番

ま
で

小
浦

一
〇
九
三
番
か
ら
一
一
〇
〇
番
の
一
ま
で
、
一
一
〇
四
番
、
一
一
〇
五
番
、

一
一
二
六
番
の
二
か
ら
一
一
二
六
番
の
四
ま
で
、
一
一
二
六
番
の
八
の
一
部

（
一
号
標
柱
と
二
号
標
柱
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）
、
一
一
二
六
番
の

一
〇
か
ら
一
一
二
六
番
の
二
〇
ま
で
、
一
一
二
六
番
の
二
二
、
一
一
二
六
番

の
三
三
か
ら
一
一
二
六
番
の
三
六
ま
で
、
一
一
二
六
番
の
五
〇
、
一
一
二
六

番
の
五
六
か
ら
一
一
二
六
番
の
七
一
ま
で
、
一
一
二
六
番
の
七
三
、
一
一
二

六
番
の
七
七
、
一
一
二
九
番
か
ら
一
一
四
九
番
ま
で
、
一
一
五
二
番
の
一
、

一
一
五
二
番
の
二
、
一
一
八
五
番
及
び
一
一
八
六
番

小
浦

一
〇
九
三
番
か
ら
一
一
〇
〇
番
一
ま
で
、
一
一
二
六
番
三
、
一
一
六
番
四
、

一
一
二
六
番
八
の
一
部
（
一
号
標
柱
と
二
号
標
柱
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部

分
）
、
一
一
二
六
番
一
二
、
一
一
二
六
番
一
六
か
ら
一
一
二
六
番
二
〇
ま

で
、
一
一
二
六
番
二
二
、
一
一
二
六
番
三
三
か
ら
一
一
二
六
番
三
六
ま
で
、

一
一
二
六
番
五
〇
、
一
一
二
六
番
五
六
か
ら
一
一
二
六
番
七
一
ま
で
、
一
一

二
六
番
七
三
、
一
一
二
六
番
七
七
、
一
一
三
三
番
か
ら
一
一
四
九
番
ま
で
、

一
一
五
二
番
一
、
一
一
五
二
番
二
、
一
一
八
五
番
及
び
一
一
八
六
番

○
警

察

本

部

訓

令

附

則

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
（
昭
和
五
十
二
年
大
分
県
告
示
第
五
百
八
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

指
定
区
域
の
表
の
日
見
の
項
中

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１
号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署

警
察
通
信
指
令
技
能
検
定
に
関
す
る
規
程
（
平
成
２２
年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
３０
年
２
月
２３
日

大
分
県
警
察
本
部
長
太
刀
川
浩
一

第
２
条
か
ら
第
７
条
ま
で
を
削
り
、
第
８
条
を
第
２
条
と
し
、
第
９
条
を
第
３
条
と
し
、
第
１０
条
を
第
４

条
と
す
る
。

第
１１
条
第
１
項
中
「
分
科
会
」
を
「
生
活
安
全
部
地
域
課
通
信
指
令
室
長
（
以
下
「
通
信
指
令
室
長
」
と

い
う
。
）
」
に
、
「
委
員
会
」
を
「
生
活
安
全
部
長
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
分
科
会
」
を
「
通
信
指

令
室
長
」
に
、
「
委
員
会
」
を
「
生
活
安
全
部
長
」
に
改
め
、
同
条
を
第
５
条
と
す
る
。

第
１３
条
中
「
、
通
信
指
令
室
長
を
経
由
し
て
」
を
削
り
、
「
分
科
会
長
」
を
「
通
信
指
令
室
長
」
に
、

「
委
員
長
」
を
「
生
活
安
全
部
長
」
に
改
め
、
同
条
を
第
６
条
と
す
る
。

第
６
条
の
次
に
次
の
２
条
を
加
え
る
。

（
中
級
検
定
及
び
上
級
検
定
の
特
例
）

第
７
条
通
信
指
令
室
長
は
、
前
４
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
中
級
検
定
又
は
上
級
検
定
の
合
格
に
必
要

な
警
察
通
信
指
令
に
係
る
技
能
及
び
こ
れ
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
と
認
め
る
者
に
つ
い
て
、
通
信
指
令

技
能
検
定
（
中
級
・
上
級
）
推
薦
上
申
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
、
生
活
安
全
部
長
に
、
検
定
合
格
者

と
し
て
推
薦
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
生
活
安
全
部
長
は
、
通
信
指
令
室
長
が
推
薦
し
た
者
に
つ
い
て
、
技
能
検
定
を
行
わ
ず
に
、
中
級
検
定

又
は
上
級
検
定
に
合
格
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
結
果
の
通
知
）

第
８
条
技
能
検
定
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
初
級
検
定
に
あ
っ
て
は
通
信
指
令
室
長
が
、
中
級
検
定
及
び
上

級
検
定
に
あ
っ
て
は
生
活
安
全
部
長
が
、
通
信
指
令
技
能
検
定
結
果
通
知
書
（
第
３
号
様
式
）
に
よ
り
、

受
検
者
又
は
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
推
薦
を
受
け
た
者
が
所
属
す
る
所
属
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。

第
１２
条
を
削
る
。

第
１４
条
及
び
第
１５
条
を
削
る
。

第
１６
条
中
「
委
員
長
」
を
「
通
信
指
令
室
長
」
に
改
め
、
同
条
を
第
９
条
と
し
、
第
１７
条
を
第
１０
条
と
す

る
。別
表
中
「
第
１０
条
」
を
「
第
４
条
」
に
改
め
る
。

第
１
号
様
式
（
そ
の
１
）
中
「
第
１３
条
」
を
「
第
６
条
」
に
、
「
通
信
指
令
技
能
検
定
委
員
会
分
科
会

長
」
を
「
生
活
安
全
部
地
域
課
通
信
指
令
室
長
」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
２
）
及
び
（
そ
の
３
）
中
「
第

１３
条
」
を
「
第
６
条
」
に
、
「
通
信
指
令
技
能
検
定
委
員
会
委
員
長
」
を
「
生
活
安
全
部
長
」
に
改
め
る
。

第
２
号
様
式
か
ら
第
４
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

大
分
県
報
（
告
示
・
警
察
本
部
訓
令
）

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

六



大
分
県
報
（
警
察
本
部
訓
令
）

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

七



大
分
県
報
（
警
察
本
部
訓
令
）

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

八



○
公

告

附
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
３０
年
２
月
２３
日
か
ら
施
行
す
る
。

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
日
田
都
市
計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
の
告
示
が
平
成
三
十

年
二
月
九
日
付
け
九
州
地
方
整
備
局
告
示
第
十
四
号
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定

に
基
づ
き
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

平
成
二
十
七
年
九
州
地
方
整
備
局
告
示
第
百
十
号
日
田
都
市
計
画
道
路
事
業

三
・
五
・
十
九
号

銭
渕
大
宮
線

三
・
五
・
十
一
号

日
高
石
井
線

二

施
行
者
の
名
称

大
分
県

三

事
務
所
の
所
在
地

主
た
る
事
務
所

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一

号

従
た
る
事
務
所

大
分
県
日
田
土
木
事
務
所

日
田
市
城
町
一
丁
目
一
番
十
号

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

平
成
二
十
七
年
九
州
地
方
整
備
局
告
示
第
百
十
号
の
事
業
地
の
う
ち
大
字
高
瀬
字
銭
渕
及
び
字
越
原

地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

２

使
用
の
部
分

な
し

大
分
県
報
（
警
察
本
部
訓
令
・
公
告
）

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

九


